
 

 

質問３．本制度の補償申請が可能な時期を「生後６ヶ月以降」から「生後３ヶ

月以降」に変更することについて、必要か否かいずれかに○印を入力してくだ

さい。 

 

１．必要である 56 名／124 名（45％） 

 【必要である主な理由】（理由を記載した方は 53 名、件数は重複有り） 

・在宅医療への移行の準備等に利用できる。（16 件） 

・３ヶ月で診断が可能であるため、待つ必要がない。（14 件） 

・６ヶ月未満に死亡する重症仮死例等に補償が可能である。（14 件） 

 

２．必要ではない 64 名／124 名（52％） 

 【必要ではない主な理由】（理由を記載した方は 60 名、件数は重複有り） 

・重症度など慎重な診断を行う方がよい（23 件） 

・家族の障害受容や愛着形成を育むためには、３ヶ月では早すぎる。（11 件） 

・６ヶ月未満の児が死亡した問題は別で検討すればよい。（9 件） 

・３ヶ月に診断時期を早める理由が分からない。（7 件） 

・３ヶ月以前に重度脳性麻痺と診断されるような児であれば、入院中である 

可能性が高く、負担はない。（5 件） 

・診断が困難な症例が増えると、診断医の負担増の可能性がある。（3 件） 
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補償水準および支払方式に関する制度設立時の検討経緯 

 

１． 与党「産科医療における無過失補償制度の枠組みについて」（平成 18 年 11 月） 

 

・ 補償額については「保険料額や発生件数等を見込んで適切に設定」、「現段階

では○千万円前後を想定」とされた。 

 

２．産科医療補償制度運営組織準備委員会（平成 20 年 1 月） 

 

○ 枠組みに基づき、具体的な制度内容について、産科医療補償制度運営組織準備委

員会において検討が行われた。 

 

・ 具体的な補償金額や支払方式は、「看護・介護費用の実態及び本制度の補償の

対象者見込み数や保険料額、事務経費等を総合的に勘案し検討する」ことと

した。 

 

・ まず補償水準については、脳性麻痺患者の看護・介護等に必要となる費用や、

特別児童扶養手当・障害児福祉手当などの福祉手当、安定的な制度の運営等

を考慮した上で設定することとされた。 

・ 具体的には、「裁判における賠償金額の重度脳性麻痺児の介護費用日額」や、

「介護費用とは別に要する住宅改造費・福祉機器購入費等の費用」、「特別児

童扶養手当・障害児福祉手当の支給額」、「自動車損害賠償責任保険の支払限

度額」などを参考に検討がなされた。 

・ それらの検討を踏まえ、「具体的な補償水準は、児の看護・介護に必要となる

費用、特別児童扶養手当・障害児福祉手当等の福祉施策、類似の制度におけ

る補償水準、更には安定的な制度運営、財源の問題等を総合的に考慮したう

えで、本制度の目的に照らして効果的と認められる程度※1のもの」とした。 

※1 目的について、準備委員会委員長は、第 12 回準備委員会で「目的、これは看護・

介護の経済的負担の軽減と紛争防止と早期解決という目的だろうと思いますけ

れども、こういう「目的に照らしまして、必要にして十分な額で効果的なもの」

ということになるんではないかと思う（後略）」と説明。 

 

・ 一方、支払方式については、まず検討された補償金額を、「一時金」として支

払うか、「一時金と定期的な給付」として支払うかについて検討がなされた。 

・ 一時金の特徴として、「事務の複雑化が避けられ、制度として運用がしやすく、

運営コストも少ない」、「家の改造等で一時的に多額の費用がかかった場合な

どでも柔軟な活用が可能」といったメリットが挙げられたが、一方で、「補償

金が目的外に使用されやすい。」との懸念が示された。それに対し、「一時金

と定期的な給付」は、「計画的な看護・介護費用の支援と言う点で効果が高い」

とされ、「一時金と定期的な給付」となった。 
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・ 次に、「定期的な給付」部分については、「看護・介護費用の一助という位置

づけから考えると、毎年定期的に一定額を障害年金に結びつくまで支給し、

不幸にして死亡された場合はその時点で給付終了とする年金方式がふさわし

い」とされた。 

・ しかしながら、「補償の対象となる脳性麻痺児についての生存曲線に関するデ

ータは皆無に近く、現時点では年金方式による商品化は極めて困難である」

との専門家の見解や、「医事紛争を減らすために、介護費用等として 3,000 万

円程度の補償水準は確保するような制度設計を行うべき」といった意見もあ

り、最終的には給付総額を予め定め、支給回数で割った金額を定期的に分割

払いする、「準備一時金＋分割金方式」を提言することとなった。 

 

・ 最終的には、「具体的な補償金額は、上述のようなことを念頭において商品の

収支についての専門的検討のうえに立って設定されなければならない」ため、

準備委員会においては具体的な補償額を決定しなかったが、「おおよそのグラ

ンドデザインとして、看護・介護を行うための基盤整備のための準備一時金

として数百万円、補償分割金として総額２千万円程度を目処に 20 年分割※3

にして支給する」ことを示した。 

※3  児の生涯に渡り補償すべきとの意見もあったが、実務的な観点、特別児童扶養

手当・障害児福祉手当等の福祉施策内容および特に養育の観点での支援が必要と

の観点から、20 年間の分割払となった。  

 

３．具体的な補償額と支払方式の決定 

 

○ 準備委員会報告書を踏まえ厚生労働省において検討され、補償対象者数や掛金の

水準等も考慮の上で、準備一時金として 600 万円、補償分割金として総額 2,400

万円、合計 3,000 万円とすることとされた。 

 

 

以 上 
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≪参考 与党枠組み、準備委員会報告書における関連箇所≫ 

 

「産科医療における無過失補償制度の枠組みについて」より抜粋 

＜趣旨＞ 

安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、１)分娩に係る医療事故により障害

等が生じた患者に対して救済し、２)紛争の早期解決を図るとともに、３）事故原因の分析を

通して産科医療の質の向上を図る仕組みを創設。 

＜補償の額等＞ 

・補償額については、保険料額や発生件数等を見込んで適切に設定。現段階では〇千万円前後

を想定。 

 

 

「産科医療補償制度運営組織準備委員会報告書」より抜粋 

３）補償の水準 

本制度における補償金は、前述のとおり、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった児お

よびその家族の看護･介護に係る経済負担を軽減するための一助として位置づける。 
また、補償金と損害賠償金の二重給付を避ける必要があることなどから、受給権者は児本人

とする。 
本制度は損害保険商品を活用して設計することを想定しているが、損保商品は、原則として

単年度で収支を確定させ、事故率等を検証する必要があるため、保険金の支払い方法は一時金

払いが基本とされている。したがって、複数年にまたがる保険金支払いの例はほとんどなく、

特に長年月にわたるものは前例がない。 
 
一方、先に述べた看護･介護費用の一助という位置づけから考えると、全額一時金で給付す

るよりも、介護のための住宅･車両改造、福祉機器等の介護用品の購入などに充てるためのい

わば準備金の他は、毎年定期的に一定額を障害年金に結びつくまで支給し、不幸にして死亡さ

れた場合はその時点で給付終了とする年金方式の方がふさわしい。 
また、一度に多額の補償金を児の家族が多年にわたり看護･介護のために適切に管理できる

かという懸念も年金方式では払拭される。 
 
しかしながら、補償の対象となる脳性麻痺児についての生存曲線に関するデータは皆無に近

く、年金方式による収支の見込みを立てることができないことから、損保商品の性格を別とし

ても現時点では年金方式による商品化は極めて困難である、との専門家の見解である。 
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こうしたあい路を克服するための方法として、十全ではないが補償金の分割金方式が考えら

れる。分割金方式は給付総額を予め定め、その支給回数で割った金額を定期的に分割払いする

方法である。 
一定年数以上にわたって給付が継続されれば、重症脳性麻痺児に関する生存曲線や重症度の

分布などのデータが自ずと蓄積され、制度の見直しなど施策の展開に役立つものと思われる。 
 
多年にわたって支給される分割金方式についても商品化に当たって克服すべき課題は多い。 
例えば、補償責任を負う分娩機関が廃業した場合、特に破産により補償金が破産財団に組み

込まれ、児･家族への給付が減額される可能性がある場合への対応や、損保会社や運営組織に

おける長期にわたっての資金管理、給付事務などが必要になるため、その事務処理体制の確保

と多額の追加費用負担を要するなど困難な、数多くの問題が指摘されている。 
これらの問題を克服していくためには、関係者の創意工夫、献身だけではなく、国による強

力な関与、支援が必須になるものと考える。 
 
本委員会としては、前述のような課題を抱えつつも、準備一時金＋分割金方式を提言したい。

関係者の積極的な、真摯な検討を期待したい。 
 
具体的な補償水準は、児の看護･介護に必要となる費用、特別児童扶養手当･障害児福祉手当

等の福祉施策、類似の制度における補償水準、更には安定的な制度運営、財源の問題等を総合

的に考慮したうえで、本制度の目的に照らして効果的と認められる程度のものに設定する必要

がある。 
なお、本来重症度に応じて補償水準に差を設けるべきであるが、身障等級別の脳性麻痺発生

率のデータに乏しいことから当面は全員一律の額を平均的に給付することもやむを得ない。 
 
具体的な補償金額は、上述のようなことを念頭において商品の収支についての専門的検討の

うえに立って設定されなければならないが、おおよそのグランドデザインは以下のとおりと考

える。 
 
看護・介護を行うための基盤整備のための準備一時金として数百万円を、対象認定時に支給

する。 
 
分割金については、総額２千万円程度を目処とし、これを２０年分割にして原則として、生

存・死亡を問わず、定期的に支給する。（対象認定時に経過年分を支給する。） 
 
長年月にわたる給付を維持して行くためには、制度運営のためのシステム開発･維持管理費、

人件費、事務所･機器借料、契約管理費、支払事務費などの事務処理経費に、大部分の分娩機

関が本制度に加入した場合においても、またその節減合理化に努めたうえでも相当程度見込ま

れる。（固定経費があるため分娩機関の加入率が低くなると、経費比率が上昇する。） 
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こうした制度を賄う保険料については、対象となる児の数、補償額、分娩機関の本制度への

加入率などについて精査して給付費を算出し、これに所要の事務処理経費を加えて総所要金額

を算定し、この金額を賄うに足る一件当たりの保険料額が設定される。 
現状では、この収支見込みを行うに当たって必要なデータが決定的に不足している状況にあ

り、収支の算定には思わぬリスクも介在している。 
したがって、本制度の持続的、安定的な運営を図っていくためには、当面は、若干余裕をも

った保険料額を設定することもやむを得ないが、医療保険料を原資とすることが想定されてい

る制度であって、過大な負担を求めるべきでない。 
 
なお、補償対象外となる児や家族との格差を是正し不公平感を和らげる意味や、今後の制度

見直しの際に補償対象の範囲を広げる場合をも想定して、補償額はもう少し少なくてもいいの

ではないかとの意見があった。 
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補償水準に関する各種調査の概要と結果 

 
創設時に考慮した観点 今回提示する資料 

【①児の看護・介護に必要となる費

用】 

 

①-1「補償対象となった保護者へのアンケー

ト」による調査結果(再提示) 

①-2「脳性麻痺児・者の養育状況とそれに関す

る家計負担」の調査結果 

【②特別児童扶養手当・障害児福祉

手当等の福祉施策】 

②-1 特別児童扶養手当・障害児福祉手当等の支

給額 

【③類似の制度における補償水準】 ③-1 自動車損害賠償責任保険における補償水

準 

【④紛争防止・早期解決】 

 

④-1 本制度の補償対象事案における紛争状況 
④-2 医事関係訴訟の既済件数の推移 

④-3「医療機関で生じた不測の事態に対する保

護者の反応 -場面想定法を用いて-」に関する

調査結果 

 
【①児の看護・介護に必要となる費用】 

〇 「児の看護・介護に必要となる費用」について検証する。制度創設時はこれ

らに係る詳細なデータがなかったことから、今般新たにデータを収集した。 
 

①-1．「補償対象となった保護者へのアンケート」による調査結果 

 

○ 本制度の補償対象となった児の保護者および分娩機関に対し、本制度全般に

対するアンケートを実施し、その中で補償水準に関する意見を収集した。保護

者向けアンケートにおける回答の概要は以下のとおり。 

 

○ 「準備一時金(600 万円)」「補償分割金（120 万円) 」それぞれについて、５

択(1=多い～5=少ない)で質問したところ、いずれも「３．どちらともいえない」

が最も多い回答であった。また、その回答を選んだ理由（自由記入）を事務局

にて整理したところ、いずれも「児が小さく、今後、どの程度必要か分からな

い。」が最も多くを占めた。 
（補足） 
・このアンケートは補償対象となった児の保護者および分娩機関に対し、平成 24 年 10 月に

実施したもの。いずれの児も本制度が発足した平成 21 年 1 月以降に生まれた児であり、最

も年齢が高い児でも４歳未満である。 
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 参考２０ 保護者・分娩機関向けアンケートの集計結果 
 

①-2．「脳性麻痺児・者の養育状況とそれに関する家計負担」の調査結果 

 

○ ①-1のとおり、「児が小さく、今後、どの程度必要か分からない」との回答が

多かったことを踏まえ、脳性麻痺児・者の 20 歳までの養育状況とそれに関する

家計負担について調査を行った。本調査は株式会社三菱総合研究所に委託し実施

した。概要は以下のとおり。 
 
○ 「準備一時金(600 万円)」「補償分割金（120 万円×20 回) 」それぞれに対応す

る形で、「表１：耐久財等購入費用」「表２：家計負担費用」について 20 年間の

要する費用推計を行った。 
 

表１ 耐久財等購入費用 推計 

  

引越し 200,000 1 回 ＝ 200,000
住宅改修 5,000,000 1 回 ＝ 5,000,000
車両購入 600,000 2 回 ＝ 1,200,000
医療機器・福祉用具 60,000 5 回 ＝ 300,000
合計（20歳まで） 6,700,000  

表２ 家計負担費用 推計 

期間 家族看護モデル サービス利用モデル

幼児期（0-6歳） 7年間 21,844,900 25,591,300

学齢期（7-18歳） 12年間 37,460,184 42,276,984

青年期（19-20歳） 2年間 6,349,065 7,419,465

65,654,149 75,287,74920歳までの合計  
単位：いずれも円     

（補足） 
・対象となる重度脳性麻痺児・者は、身体障害者障害程度等級が１級で、全介助を要 
 する状態とする。 
・家族の状況や生活圏における外部サービス提供状況等は児・者によって異なってお 
 り、一律とはならないため、「ほぼ家族介護のみの生活像（＝家族看護モデル）」と「外 
 部サービスを一部利用した場合の生活像（＝外部サービス利用モデル）」について検

討した。 
 
 
 参考２１ 脳性麻痺児（者）の看護・介護に関する調査報告書 

参考２２ 脳性麻痺児（者）の看護・介護に関する調査結果（概要） 
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【②特別児童扶養手当・障害児福祉手当等の福祉施策】 

 

〇 本制度の補償対象となる重度脳性麻痺児・者が支給を受ける福祉施策の支給

額は以下のとおり。 
 
②-1．特別児童扶養手当・障害児福祉手当等の現在の支給額 

 
○ 特別児童扶養手当・障害児福祉手当の現在の支給額は以下のとおりである。

なお、いずれも本制度設立時とほぼ同水準である。 
・特別児童扶養手当：年間 600,600 円（20 年間累計：1,201 万円) 
・障害児福祉手当  ：年間 170,160 円（20 年間累計：340 万円) 

○ また、市区町村毎に独自の福祉施策があり、実際には上乗せ支給を受けてい

るケースもある。支給内容は市区町村毎に異なるが、特に充実している東京

都特別区の内容を以下に参考として記載する。 
・重度心身障害者手当（都）：年間 720,000 円（20 年間累計：1,440 万円) 
・児童育成手当（区）   ：年間 186,000 円（20 年間累計：372 万円) 

 
（補足） 
・身体障害者程度等級１級とする。 

 
 

参考２３  障害のある児（者）に対する給付制度の概要  
 

【③類似の制度における補償水準】 

 

〇 制度設立時に参考とした自動車損害賠償責任保険における補償水準は以下の

とおり。 
 
③-1．自動車損害賠償責任保険における補償水準 

 

○ 自動車損害賠償責任保険の補償水準は以下のとおりである。なお、本制度

設立時から水準に変更はない。 
・ 4,000 万円（常時介護を要する障害程度等級１級の場合） 
・ 3,000 万円（上記以外の障害程度等級１級の場合） 
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【④紛争防止・早期解決】 

 

〇 「紛争防止・早期解決」の観点で検証する。具体的には、「補償対象と認定さ

れた事案における紛争状況」「医事関係訴訟の既済件数の推移」、および「場面

想定法を用いた、医療機関で生じた不測の事態に対する保護者の反応」につい

て調査を行った。概要は以下のとおり。 

 

④-1．補償対象と認定された事案における紛争状況 

  
○ 平成 25 年 10 月末までに補償対象と認定された 633 件の内、損害賠償請求が

行われている事案は 40 件（6.3%）であり、内訳は以下のとおりである。 
・ 訴訟提起事案   ：18 件（内 4 件が解決済） 
・ 訴外の賠償交渉事案：22 件（内 4 件が解決済） 

別途、証拠保全のみで訴訟の提起や賠償交渉が行われていない事案が9件ある。 
○ また平成 25 年 10 月末までに原因分析報告書が送付された 307 件の内、原因分

析報告書が送付された日以降に損害賠償請求が行われている事案は 9 件（2.9%）

（訴訟提起事案 4 件、訴外の賠償交渉事案 5 件）である。 

 
 

④-2．医事関係訴訟の既済件数の推移 

 

○ 最高裁判所が発行する「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書（平成 25 年

７月）」において、医事関係訴訟の既済件数の推移と、本制度の影響について以

下の記載がなされている。 

 

「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書（社会的要因編）」より該当部分抜粋 

○ 産婦人科に関する既済件数は平成 21 年から平成 23 年までは年間 80 件程度

で推移していたが、平成 24 年は 59 件に減少している。 
（中略） 

○ 産科医療補償制度は、施行後相当数の事件を処理しており、医事関係訴訟の

事件数にも一定の影響を及ぼしているものと考えられる。また、原因分析の過

程において過失の有無についても事実上明らかになることもあり得ることから、

それらが医事関係訴訟に与える影響が注目される。 

 

 参考２４ 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書（社会的要因編）（抜粋） 
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④-3．「医療機関で生じた不測の事態に対する保護者の反応 -場面想定法を用い

て-」の調査結果 

 
○ 保護者と医療者との間で不測の事態がおこった場合、保護者が担当医や医療

機関に対し民事訴訟を行う際の心理的過程について、社会心理学の研究領域

などで用いられる場面想定法にもとづいて検討した。なお、本調査のデータ

収集・統計的分析は、東京大学大学院人文社会系研究科の大学院生(博士課程)

が担当し、唐沢かおり教授が分析を監修した。概要は以下のとおり。 

 

○ 民事訴訟を行う意図に対し、「①担当医師との事前の信頼関係」「②医療

機関による事後の説明の方法」と「③公的な制度による支援の金額」が間

接的な影響を及ぼす。 

○ 「②医療機関による事後の説明の方法」につき、医療機関の説明が「丁

寧」であった場合と「難解」であった場合を比べると、「丁寧」であった場

合、保護者の訴訟意図は統計的に有意に低下する。 

○ また、「③公的な制度による支援の金額」につき、1,000 万円から 1 億円

までの金額を1,000万円単位で示し、5択 (1=とても少ない～5=とても多い) 

にて評価を求めたところ、理論的中点 ３ である「ちょうどよい」がもっ

とも多く選択されたのは「3,000 万円」の条件であった。 

○ さらに、「公的支援の額がいくらであれば、民事訴訟ではなく本制度を利

用するか」という問いに対しては、「5,000 万円」との回答が最も多く、次

いで「１億円」、「3,000 万円」の順となった。 

 

 （補足） 
障害児・者の保護者・家族を対象に、場面想定法を用いた郵送調査を実施した。具体

的には、「分娩に関連して乳児に重度の障害が発生した」という、本制度の補償事案に近

しい状況を、シナリオを用いて再現・提示した。その際、上記①②③の要因をそれぞれ

変化させた複数のシナリオを作成し、回答者にはいずれかを読んだ上、自分がシナリオ

中の登場人物であればどうするか、などにつき回答を求めた。 

 

 

 参考２５ 医療機関で生じた不測の事態に対する保護者の反応  

-場面想定法を用いて- 
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「重度脳性麻痺児の予後に関する医学的調査報告書」より生存率に関する部分 
 抜粋 

 
○ 本調査における重度脳性麻痺児の５年生存率は 0.947（標準誤差：0.019）、20

年生存率は 0.813（標準誤差：0.046）であった。また、全脳性麻痺児の５年生

存率は 0.969（標準誤差：0.007）、20 年生存率は 0.873（標準誤差：0.024）で

あった。 
（補足） 

○ 1988 年から 2005 年に沖縄県で出生した脳性麻痺児 595 名を「全脳性麻痺児」とし、

そのうち本制度の補償対象に準じると考えられる児 135 名を本調査における「重度脳性

麻痺児」とし、それぞれの生存率を明らかにした。 
○ 調査打ち切り時点で生存している全脳性麻痺児の平均年齢は 11.2 歳（標準偏差：5.1）、
死亡した児の死亡時の平均年齢は 6.5 歳であった。なお全脳麻痺児の生年月日は｢1988
年1月から2005年12月｣まで幅があることから、各児の追跡期間にはばらつきがある。 
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保護者・分娩機関向けアンケートの集計結果 

（補償水準に係る設問の集計） 

 

１．概要 

○ 補償対象となった児の保護者および児が出生した分娩機関から本制度に対する意見等

を収集することにより、本制度の評価および制度運営の課題について検証し、今後の制

度見直しおよび制度運営に資することを目的に、平成 24 年６月末までに補償対象と認定

された 327 事例の児の保護者、および児が出生した分娩機関を対象としてアンケートを、

平成 24 年 10 月に実施した。 

○ アンケートの集計結果については、第 17 回運営委員会（平成 25 年 2 月開催）におい

てお示し、制度の見直しに向けた各検討課題の議論において活用することとしていた。 

 

・回答率 保護者 69.0％（225/326）、 分娩機関 66.3％（195/294） 

(送付先に補償対象と認定された事例が複数ある場合は、当該の保護者および分娩機関に１通のみ送付

した。) 

  

２．集計方法 

 
○ 保護者および分娩機関へのアンケートについて、補償水準に関する設問は、保護者ア

ンケートの問７の（１）から（３）、および分娩機関アンケートの問３である。以下に回

答を集計するとともに、回答数の多かった選択肢について、（選んだ理由）を事務局にて

大まかに分類し、数の多かった内容(上位３つの意見)を以下に記載する。 
 
３．回答状況 

 
（１）【保護者向け】準備一時金(600 万円)に関する設問 

質問内容 選択肢 回答数 割合
１．多い 3 (1%)
２．どちらかというと多い 9 (4%)
３．どちらともいえない 152 (68%)
４．どちらかというと少ない 24 (11%)
５．少ない 33 (15%)
（回答なし） 4 (2%)

準備一時金は、介護のために住宅や車両を
改造したり、福祉機器等の介護のための用
品を購入するなど、お子様の看護・介護を行
うにあたっての基盤整備のための資金として
６００万円をお支払することとしています。
実際にかかる費用や労力と比較して、この準
備一時金600万円の水準についてどのように
思いますか。該当する番号ひとつに○をつけ
てください。また、その理由もご記入ください。

（選んだ理由：
　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 
 
 ①選択肢「３．どちらともいえない」を選んだ理由 
・児が小さく、今後、どの程度必要か分からない。（58 件） 
・児の状況（重症度、生活環境、居住地等）によって異なるため、分からない。（25 件） 
・妥当である。（13 件） 
 

88



 2

※「選んだ理由」の記載が空欄の場合もあった。（以下同様） 
  
②選択肢「４．どちらかというと少ない、５．少ない」を選んだ理由 
・住宅や福祉車両、医療・介護機器等の負担が大きい。（37 件） 
・就労ができなくなるなど、収入が減少した。（11 件） 
・児の看護・介護にかかる負担が大きい。（2 件） 

 
（２）【保護者向け】補償分割金(120 万円)に関する設問 

質問内容 選択肢 回答数 割合
１．多い 2 (1%)
２．どちらかというと多い 7 (3%)
３．どちらともいえない 124 (55%)
４．どちらかというと少ない 39 (17%)
５．少ない 47 (21%)
（回答なし） 6 (3%)

補償分割金は、お子様が２０歳になるまでの
看護・介護に要する費用として、毎年１２０万
円を２０回にわたってお支払いすることとして
います。実際にかかる費用や労力と比較し
て、この補償分割金の水準（ひと月あたり１０
万円）についてどのように思いますか。該当
する番号ひとつに○をつけてください。また、
その理由もご記入ください。

（選んだ理由：
　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 
 
①選択肢「３．どちらともいえない」を選んだ理由 
・児が小さく、今後、どの程度必要か分からない。（54 件） 
・妥当である。（14 件） 
・継続した就労について不安があり、今後、どの程度必要か分からない。（9 件） 
 

 ②選択肢「４．どちらかというと少ない、５．少ない」を選んだ理由 
・就労ができなくなるなど、収入が減少した。（28 件） 
・児の看護・介護にかかる負担が大きい。（19 件） 
・児が小さく、今後、どの程度必要か分からない。（18 件） 
 

（３）【保護者向け】補償金の水準や補償金の支払方法に関する設問 

その他、現在の補償金の水準や補償金の支払方
法について、不安や疑問等のご意見がありました
らご記入ください。

（ご意見：
　　　　　        ）

（回答件数）
147

 
・補償水準を引き上げてほしい。（16 件） 
・児の 20 歳以降についても、補償してほしい。（15 件） 
・専用診断書を提出することに負担がある。（13 件） 
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（４）【分娩機関向け】補償水準に関する設問(3,000 万円) 

質問内容 選択肢 回答数 割合
１．多い 3 (2%)
２．どちらかというと多い 0 (0%)
３．どちらともいえない 88 (45%)
４．どちらかというと少ない 48 (25%)
５．少ない 53 (27%)
（回答なし） 104 (53%)

本制度では、過失の有無にかかわらず、児
の看護・介護に必要な経済的な負担も踏ま
えて一律3,000万円を支払う仕組みとなって
います。
この補償金3,000万円の水準についてどのよ
うに思いますか。該当する番号ひとつに○を
つけてください。また、その理由もご回答くだ
さい。

（選んだ理由：
　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 
 
①選択肢「３．どちらともいえない」を選んだ理由 

 ・妥当である。（21 件） 
 ・児の状況（重症度、生活環境、居住地等）によって異なるため、分からない。（8 件） 
 ・補償申請の状況等に応じて判断する必要があり、一概には言えない。（6 件） 
  
②選択肢「４．どちらかというと少ない、５．少ない」を選んだ理由 

 ・訴訟を抑止するためであれば少ない。（33 件） 
・児の看護・介護のために必要な経済的な負担を考慮すると少ない。（18 件） 

 ・剰余金があり、補償額の引き上げが可能と思うので。（8 件） 
 

以 上 
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脳性麻痺児（者）の看護・介護に関する調査結果（概要） 
 

株式会社  三菱総合研究所 
 

1. 背景と目的 
産科医療補償制度における補償水準の適正化に際しては、脳性麻痺児の育成にかかる家庭

でのさまざまな負担の実態を把握した上で検討を行うことが望ましい。特に、脳性麻痺児の

養育において担う看護・介護面での負担の構造や水準を把握することが求められている。 
そこで本調査では、重度脳性麻痺児（者）を支える家族の生活像のモデル化を行うことに

より、重度脳性麻痺児（者）を支える家族がほぼ共通して担っている看護・介護負担の構造

や水準を明らかにして、今後の制度見直しの基礎資料に資することを目的とした。この際、

設定した生活像のモデルを基に障害福祉系サービスを利用した場合の費用負担および、児の

成長に合わせた生活環境の整備（引越し、住宅改修、車両購入、医療機器・福祉用具購入等）

に伴う支出の家計負担の推計も合わせて行うことにより、負担状況をモデル的に示すことと

した。 
 

2. 方法 
2.1 重度脳性麻痺児(者)の成育に関するアンケート調査 

全国の障害児通所支援施設（旧重症心身障害児(者)通園事業 A 型・B 型 296 施設（平成 23
年 3 月現在））等を利用している重度脳性麻痺児(者)の保護者や施設担当者に対してアンケー

ト調査を実施した。 
調査期間は平成 25 年 3 月 8 日（金）～3 月 31 日（日）であり、保護者からの回収率は 32.8％

（有効発送数 1,644 件、有効回収数 539 件）であった。さらにアンケート調査の回答者のう

ち、一部の重度脳性麻痺児(者)の保護者を対象として、重度脳性麻痺児(者)の成育に関する具

体的な負担実態に関するヒアリングを実施した。 
 
2.2 重度脳性麻痺児（者）を支える家族の生活像のモデル化 

重度脳性麻痺児（者）を支える家庭がほぼ共通して担っている介護負担の状況を明確化す

ることを目的として、重度脳性麻痺児（者）を支える家族の生活像のモデル化を行った。 
生活像の設定に際しては、アンケート調査やヒアリング調査結果、平成 23 年度に実施され

た社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会の調査結果1等を参考にした。 
なお、重度脳性麻痺児（者）の在宅介護は、児（者）を取り巻く諸条件に強く影響される

多様なものであることを踏まえ、家族・親族等の近親者のみにより介護・養育が行われてい

る生活像と、家族介護に加えて外部サービスを一部利用している生活像の両方を設定した。

これにより、重度脳性麻痺児（者）を在宅で介護する家庭の大部分は、家族・親族等の近親

                                                  
1 社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会が実施した厚生労働省平成 23 年度障害者総合福祉

推進事業｢重症心身障害児者の地域生活の実態に関する調査について｣（在宅重症心身障害児者アンケ

ート調査）（平成 24 年 3 月） 
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者のみによる介護・養育が行われているとの仮定をおいた推計（以下、家族介護モデル）と、

家族介護に加えて外部サービスを一部利用していると仮定した場合の推計（以下、外部サー

ビス利用モデル）との間に位置づけられるものと考えられる（下図）。 

在宅における重度脳性麻痺児（者）の養育の考え方と 
今回設定した生活像（モデル）のイメージ 

 
2.3 重度脳性麻痺児（者）の養育負担の推計 

2.2 において提示された生活モデルに沿って、障害福祉系サービス等の外部サービスを利用

した場合の支出について、家族介護モデルと外部サービス利用モデルの 2 つに分けて推計を

実施した。 
重度脳性麻痺児（者）の養育に必要とされる月額定常的経費（水道光熱費・電気代等の掛

増し、おむつ等の衛生材料費等の定常的に発生する経費）については、アンケート調査の結

果から児のライフステージ別に集計し、年額換算、ライフステージ期間換算を行い、実費経

費分の経済的負担を推計した。また、家族介護部分については、近親者による介護・介助の

心身の負担を可視化すべく、貨幣価値（日額 8,000 円2）への変換を試みた。外部サービス利

用モデルについては、生活像の設定で参考とした調査結果等を基に、主要な外部サービスの

時間・回数あたり単価を利用時間・利用回数に乗じて外部サービスにかかる費用を算出した。

さらに、耐久財購入に伴う家計負担について検討し、20 歳までに支出される金額を、基本パ

ターン、都市、郡部の 3 つのパターン別に推計した。 
                                                  
2 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻

（基準編）」2013 年版 
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 月額定常的経費

（水道光熱費・電

気代等の掛増し、

おむつ等の衛生

材料費等 

近親者による 
介護・介助 
（貨幣換算） 

外部サービスに

かかる費用 
耐久財 

（基本、都市、郡

部の３パターン）

家族介護モデル 
○ ○ 

× 
○ 外部サービス利

用モデル ○ 

 
3. 結果 
3.1 重度脳性麻痺児（者）を支える家族の生活モデル 
 重度脳性麻痺児（者）の生活像について、ライフサイクルに変化が現れる乳幼児期（0～6
歳）、学齢期（7～18 歳：通学期）、学齢期（7～18 歳：長期休暇期）、青年期（19～20 歳）

の４つの時期に分け、更に、家族介護のみによる生活像と外部サービスを一部利用している

生活像を設定し、生活モデルの構築を行った。なお、対象者や世帯条件の設定については、

報告書 p5-6 を、ライフサイクル別の生活モデルについては、報告書 p7-15 を参照されたい。 
 
3.2 重度脳性麻痺児（者）の養育負担の推計 
 3.1 で設定したライフサイクル別に、家族介護モデル、外部サービスモデル別に家計負担を

推計した。この結果を表 1 に示す。 
 

表１ 家計負担（実費経費分）推計 

期間 家族看護モデル サービス利用モデル

幼児期（0-6歳） 7年間 21,844,900 25,591,300

学齢期（通学）（7-18歳） 12年間 27,927,138 32,743,938

学齢期（長期休暇）（7-18歳） 12年間 9,533,046 9,533,046

青年期（19-20歳） 2年間 6,349,065 7,419,465

20歳までの合計 65,654,149 75,287,749  
単位：円 

 
 耐久財購入に伴う家計負担については、20 歳までに支出される金額を、基本パターン、都

市、郡部の 3 つのパターン別に推計した。この結果を表 2 から表 4 に示す。 
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表２ 耐久財等購入（基本パターン）推計 

  

引越し 200,000 1 回 ＝ 200,000
住宅改修 5,000,000 1 回 ＝ 5,000,000
車両購入 600,000 2 回 ＝ 1,200,000
医療機器・福祉用具 60,000 5 回 ＝ 300,000
合計（20歳まで） 6,700,000  

単位：円      

 

表３ 耐久財等購入（都市生活パターン）推計 

引越し 200,000 2 回 ＝ 400,000
住宅改修 5,000,000 1 回 ＝ 5,000,000
車両購入 600,000 1 回 ＝ 600,000
医療機器・福祉用具 60,000 5 回 ＝ 300,000
合計（20歳まで） 6,300,000   

単位：円      
 

表４ 耐久財等購入（郡部生活パターン）推計 

引越し 200,000 0 回 ＝ 0
住宅改修 5,000,000 1 回 ＝ 5,000,000
車両購入 600,000 3 回 ＝ 1,800,000
医療機器・福祉用具 60,000 5 回 ＝ 300,000
合計（20歳まで） 7,100,000   

                            単位：円  
 
4. 考察 
○アンケート調査結果から見えた重度脳性麻痺児（者）を支える家族の生活について 
・ 回答が得られた家族の多くは起床から就寝まで、障害福祉系サービスやその他の個別サ

ービス（外部サービス）を組み合わせながら介助、医療的ケア、見守りを行うとともに、

就寝後も必要に応じて医療的ケアを行なっていた。乳幼児期、学童期、青年期それぞれ

の生活リズムに伴って介護内容やパターンは変化するものの、どのライフステージにお

いても介護は常に家族介護が中心であった。 
・ 家族介護中心の生活像となった理由として、①サービス資源の制約、②家族のプライバ

シー確保、③サービスの使い勝手、④強い責任感といった要因が複合的に影響している

ものと考えられる。また、上記①から④に加えて、重度脳性麻痺児（者）を養育する家

庭においては、将来の不確実性に対する不安感等から生まれる節約・倹約意識が、外部

サービスを積極的に利用しないことの遠因になった可能性も考えられる。 
・ 外部サービスを適切に利用することは、重度脳性麻痺児（者）自身の社会的刺激となる
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医療機関で生じた不測の事態に対する保護者の反応  

―場面想定法を用いて― 
 

公益財団法人日本医療機能評価機構     東京大学大学院人文社会系研究科 
      産科医療補償制度運営部        社会心理学研究室 博士課程 

                    白岩 祐子1 

   

要旨 本研究は、分娩に関連して乳児に重度の障がいが発生したという架空の事例を用いて、保護者がたどる心理的過程

を検討した。その際、保護者と担当医の信頼関係や、医療機関による事後の説明の方法、および公的支援の有無や金額が、

保護者の民事訴訟意図にもたらす影響に着目した。その結果、保護者は全般的に訴訟を躊躇する傾向があること、その中

で、「経緯や原因をきちんと説明してもらいたい」という要望が満たされないとき、訴訟に踏み切る可能性のあることが

示された。また、「担当医との信頼関係」「医療機関の説明」「公的支援」の 3 要因は、訴訟意図に対して間接的な効果を

もつことが、共分散構造分析から明らかになった。 

問題と目的 

本研究の主な目的は、医療事故が起こった際、患者が担当医や医療機関に対し民事訴訟を行う要因と、

その心理的過程を明らかにすることである。 

医療機関で不測の事態に直面したとき、患者 (出産関連の医療事故を検討する本稿では以降「保護者」

とする) は医師や医療機関に対し、訴訟を提起することがある。訴訟は保護者と医療者の対立関係がも

っとも先鋭化した状態であるといえ、原告 (保護者)・被告 (医療者) の双方が負う心理的・経済的・時

間的負担は膨大なものとなる。そのため、「保護者はなぜ訴訟に踏み切るのか」につき、その要因や心

理的過程を明らかにし、保護者の要望を医療実務や政策へ適切に反映させていくことは、保護者・医療

者双方にとって不可欠であるといえるだろう。このことは、事故の予見・回避が困難な状況、いわゆる

無過失事案においてとくに重要となる。 

そこで本研究では、「仮死状態で生まれた乳児に重度の障がいが残った」という原因の曖昧な架空事

例を用い、保護者がどのような心理的過程をたどり提訴を決定するのかについて検討した。とくに、保

護者と担当医の事前の信頼関係や、医療機関による事後の説明の方法、および公的支援制度の有無や金

額を、シナリオの中で系統的に変化させることにより、これらの要因が保護者の訴訟意図に及ぼす影響

を検証した。 

方法 

協力者と手続き 

                                                        
 
1東京大学大学院人文社会系研究科社会心理学研究室の白岩祐子 (博士課程) が本研究のデータ収集および統

計的分析を担当し、唐沢かおり教授が分析を監修した。 
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障がい児／者の保護者や家族を対象に、場面想定法2にもとづくシナリオ実験3を、調査票を用いて実

施した4。2013 年 5・6 月、公益社団法人日本重症心身障害福祉協会のホームページに記載のある、全国

279 の障がい児通園事業施設・療養介護事業所5に依頼状と調査票を郵送し、保護者・家族6に配布する

よう依頼した。調査票の発送件数は 5580 件で、有効発送件数は 5196 件7、うち 6 月末時点の回収件数は

1084 件である (回収率 20.86%)。回答は無記名とし、依頼状と調査票の表紙には、回答時間の目安、デ

ータは統計的に処理されること、回答は任意であり、途中で回答をやめることも可能であることを明記

した。 

調査票の内容 (シナリオと設問) 

シナリオ 登場人物の出産に至る状況と、出産後の状況を記述した。この中で、「担当医との事前の信

頼関係 (低信頼／高信頼の 2 条件)」「医療機関による事後の説明の方法 (一方的／難解／丁寧の 3 条件)」

「公的支援制度の有無や金額 (なし～1 億円の 11 条件)」の 3 要因につき、異なる情報を条件ごとに提示

した (表 1)。合計 66 種類のシナリオのうち、回答者はいずれか 1 つのシナリオを提示された。 

表 1 シナリオの内容 

場面 条件別の情報 

1 妊娠期間中 登場人物 (A さん) と担当産科医の信頼関係 (低信頼／高信頼：2 条件) 

2 出産・出産後 面談における医療機関の説明の方法 (一方的／難解／丁寧：3 条件) 

3 出産から数か月後 
保護者に対する公的支援制度の有無・その額 (なし／1000 万円～1 億円：

11 条件) 

上記すべての条件に共通して、A さんが緊急の帝王切開手術を受けたこと、仮死状態で生まれた乳児

に重い障がいが残ったこと、担当医や医療機関の処置に明らかな問題はないと思われるが、経緯や原因

は不明である旨が描写された。使用したシナリオは巻末に示す8。 

設問 検討した要因、および対応する設問は以下の通りである (巻末の表 4 にも一覧を掲示した)。 

【公的支援制度に対する評価】シナリオで提示した公的支援制度の金額につき、「あなたは、新聞記事

                                                        
 
2 場面想定法とは、回答者に架空のシナリオを示し、登場人物 (この場合は「A さん」) になったつもりで読

んでもらい、関連する設問に回答してもらう方法である。 
3 シナリオ実験とは、提示するシナリオの一部の内容を変化させて複数の条件を作り、回答者の反応を条件

間で比較する方法である。条件ごとの反応の違いはシナリオの違いに帰属されるため、「シナリオの内容→反

応」という因果関係を特定することができる。場面想定法、シナリオ実験はともに、社会心理学の研究領域

で一般的に用いられる手法である。 
4 民事訴訟の経験者／非経験者に対する実態調査を行わなかったのは、実態調査では、①担当医との信頼関

係や訴訟意図などの要因につき、相関関係を把握することはできても、因果関係を特定することが難しい、

②統計的分析を行うために必要な数の訴訟経験者から協力を得ることが難しい、という理由にもとづく。 
5 同年 3 月、公益財団法人日本医療機能評価機構と三菱総合研究所が実施した別の調査に対し、「協力しない」

旨の回答を行った 36 施設ははじめから対象外とした。 
6 本研究が検討する場面の深刻さに照らして、重度障がい児／者の保護者や家族に協力を求めることとした。

これにより、「リアリティが薄い」という場面想定法の問題をある程度解消することができると考えられる。 
7 施設・事業所から不協力や配布残数の連絡・返送があった場合、当該数を発送件数から差し引いて算出し

た。 
8 結果の一般化可能性を考慮し、ある程度抽象化したシナリオを用いた。 
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にあった“障がい児の親をサポートする国の制度”の支給額について、どのように思いますか」を 5 件法

でたずねた (1=とても少ない～3=ちょうどよい～5=とても多い)。 

【民事訴訟意図 (可能性)】「担当の医師や病院に対し、あなたはどの程度、損害賠償の請求をすると思

いますか」を 11 件法 (0=0%～10=100%) で、またその理由を自由記述でたずねた。 

【「担当医や医療機関に原因・責任がある」という評価】「赤ちゃんに重い障がいが残ったのは、誰のせ

いだと思いますか」というリード文に続けて、「担当の医師や病院に何かしらの原因がある」「担当の医

師や病院に責任がある」の 2 問を 5 件法でたずねた (1=まったくそう思わない～5=とてもそう思う)。相

関係数は.86 であった。 

【「医療機関の対応は信頼できる」という評価】「あなたは出産後の面談における病院の対応についてど

う思いますか」というリード文に続けて、「不誠実である (逆転)」「何かを隠している気がする (逆転)」

「信用することはできない (逆転)」「つつみ隠さず説明している」「信頼できる」「誠実である」の 6 問

をたずねた (同上の 5 件法)。α係数は.88 であった。 

【「担当医や医療機関には誠意を示してほしい」という要望】「担当の医師と病院から、子どもと私たち

に謝ってもらいたい」「病院から金銭的な補償をしてもらいたい」「担当の医師と病院から共感してもら

いたい」の 3 問をたずねた (同上の 5 件法)。α係数は.74 であった。 

【公的支援制度に関するその他の評価】「“障がい児の親をサポートする国の制度“の支給額はまだ決ま

っておらず、これから決定すると仮定してください。支給額がいくらであれば、あなたは損害賠償の請

求をせず、この制度の申請をすると思いますか」を 12 件法でたずねた (1=1000 万円～11=1 億円超、12=

支給額がいくらであっても損害賠償の請求をする)。 

【協力者の属性】性別、年齢、就業状況、婚姻状況、障がいをもつ家族との関係、民事訴訟をした経験

の有無をたずねた。 

結果 

協力者の属性  

性別の内訳は、男性 65 名 (6.00%)、女性 1008 名 (92.99%)、欠損 11 名 (1.01%) であった。年齢の幅

は 21 歳から 90 歳まで、平均年齢は 52.12 歳 (標準偏差 11.39) であった。就業状況については、有給の

仕事を「していない」と回答した人が 753 名 (69.46%)、「している」と回答した人は 316 名 (29.15%) 、

欠損 15 (1.38%) であった。婚姻状況については、配偶者が「いる」と答えた人が 885 名 (81.64%)、「い

ない」と回答した人は 179 名 (16.51%)、欠損 20 名 (1.85%) であった。障がいをもつ家族との関係につ

いては、子ども 941 名 (86.81%)、兄弟 32 名 (2.95%)、両親 12 名 (1.11%)、その他 33 名 (3.04%)、欠損

66 (6.09%) であった。また、民事訴訟をした経験が「ない」と回答した人は 1010 名 (93.17%)、「ある」

と回答した人が 31 名 (2.86%)、欠損 43 名 (3.97%) であった。 

各要因の平均と相関係数・α係数  

各要因の平均・標準偏差と要因間の相関係数を巻末 (表 3) に、設問と要因内の相関・α係数を巻末 (表

4) に示す。 

民事訴訟意図 (可能性) に対する 3 要因の効果  

民事訴訟意図 (可能性) に対する、「担当医との事前の信頼関係 (低信頼／高信頼)」「事後における医
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療機関の説明 (一方的／難解／丁寧)」「障がい児の保護者に対する公的支援制度の有無やその額 (制度

なし／1000～2000 万円／3000～4000 万円／5000～6000 万円／7000～8000 万円／9000 万円～1 億円)」9の

効果を検討するため、訴訟意図 (11 件法) を従属変数、上記 3 要因を独立変数とする分散分析を行った。

その結果、「事後における医療機関の説明」と「公的支援制度」の主効果が有意傾向であった 

(F(2,938)=2.65, p=.07; F(5, 938)=1.97, p=.08)。Turkey の HSD 法 (10%水準) による多重比較を行ったとこ

ろ、「事後における医療機関の説明」では、医療機関の説明が丁寧になされたとき (平均 3.10, 標準偏差

2.50)、難解であるとき (平均 3.51, 標準偏差 2.65) より訴訟意図 (可能性) が有意に低くなる傾向がみら

れた (図 1)。「公的支援制度」の多重比較では、条件間に有意差は確認されなかった。 

 

3.40
3.51

3.10

2

3

4

一方的 難解 丁寧

 

図 1 医療機関による説明の方法 (一方的／難解／丁寧) による訴訟意図 (0=0%～10=100%) への効果 

†p<.10 

なお「担当医との事前の信頼関係」の主効果、一次・二次の交互作用は有意でなかった 

(Fs(2~10,938)=0.24~1.27, ns.)。また、民事訴訟意図 (可能性) は全般的に低いものであった (平均 3.34／

11 件法, 標準偏差 2.56)。 

結果の要点を改めて記載すると、医療機関が保護者に対し丁寧な説明を行ったとき、難解な説明であ

るときに比べ、医師や医療機関に対する保護者の訴訟意図 (可能性) は低くなる傾向が示された。 

訴訟をする／しない理由 

保護者が訴訟を意図する／意図しない理由を検討するため、訴訟意図の回答理由 (自由記述) を分類

し、表 2 にまとめた (ここでは N=70 の結果を示す10)。なお、括弧内の値は回答者数である。 

「訴訟しない」理由としてもっとも多かったのが、「精神的・時間的な余裕のなさ (9)」であった。次

いで、「医療裁判に勝つのは難しい・事実関係の立証が難しい (7)」「この担当医や病院に明らかな落ち

                                                        
 
9 1000 万円単位の場合、nが 10 未満の条件が生じたため、2000 万円単位に変換し、これを分析に投入した。 
10 「分類の種別はほぼ出尽くした」と判断された時点の Nが 70 であった。 

† 
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度はない (5)」が挙げられた。さらに「裁判には膨大な時間と費用がかかる (4)」「訴訟の仕方がわから 

表 2 訴訟を意図する／意図しない理由と回答例 

分類 (回答者数) 回答例 

訴訟を意図しない理由 

精神的・時間的な余裕のなさ 

(9) 

「子どもが障害を持った事を受けとめる事や、自分の気持ちを整理する事で頭がいっ

ぱいだと思うし損害賠償請求の事も考えるよゆうがないと思うから。」 

医療裁判に勝つのは難しい・

事実関係の立証が難しい (7)

「仮死状態でも出産した後、後から障害が発生した場合、事実関係を証明するのが困

難なため。」「勝てるとは思わない。」 

この担当医や病院に明らか

な落ち度はない (5) 

「明らかな病院・医師の落ち度があったとは思えない。予測のできたことであれば責

任があると思うが、この文面からはわからない。」 

裁判には膨大な時間と費用

がかかる (4) 

「障害児が元気で生きている事が大切です。長い時間かけて損害賠償の請求をするよ

り国の制度の請求をした方がいい。」 

訴訟の仕方がわからない (3) 「やり方がよく分からないのと、精神的・肉体的につらいと思うから。」 

産科医の減少につながって

しまう (2) 

「お産にリスクはつきもので、五体満足に生まれてくることは幸せ。そうでないこと

をいちいち医者のせいにしていたら、信頼できる医者さえも減ってしまうと思う。」 

子どもがよくなるわけでは

ない (2) 

「例と同じ意見、勝っても子供が健康になるわけではないから、かえって、自分や家

族が傷ついて苦しむと思うから。」 

自分も悪かった (2) 「本人にも原因があると思う。いつまでも病院に責任転嫁するのではなく、今後は子

どものために行政（福祉）の力を借りて一歩前に進むことが必要である。」 

訴訟を意図する理由 

経緯や原因について本当の

ことを知りたい (21) 

「知識に乏しい人間に対し、もっとわかりやすい説明が必要と感じる。そのために損

害賠償請求が必要であればするという程度の意味で。そういったことを起こす前に病

院が何らかの説明・面談があればしないと思う。」「まずは原因を分析してからですが、

病院が非協力的なら賠償請求も考えます。」 

この病院の対応は不誠実 

(10) 

「病院の対応が不誠実だから。」「病院の対応が不誠実だから。医師以上に病院に対す

る責任問題。」「出産までの経過処置など説明してほしい。病院の対応が不親切だから。」

これからの生活のため (2) 「病院の対応、これからの生活を考えて。」「障害を持つ子を育てて行く上で一般的な

子育てをしている家族とでは，少なからず負担するお金は多いと思います。」 

再発防止のため (1) 「原因を知りたい。今後の対処に役立ててほしい。」 

 

ない (3)」「産科医の減少につながってしまう (2)」「子どもがよくなるわけではない (2)」「自分も悪か 

った (2)」が挙げられた。「訴訟する」理由としてもっとも多かったのは、「経緯や原因について本当の

ことを知りたい (21)」であった。ここでは、「病院側の対応次第では訴訟を考える」という条件付きの

回答が多くみられた。次に多く挙げられたのが、「この病院の対応は不誠実 (10)」「これからの生活のた

め (2)」「再発防止のため (1)」であった。 

以上の記述から、医療機関からの説明、とりわけ誠実でわかりやすい説明が、保護者にとって重要で
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あることが読み取れる。 

訴訟意図 (可能性) に至る心理的過程  

保護者の訴訟意図 (可能性) を規定する要因を明らかにするため、シナリオにおける「担当医との事

前の信頼関係」「事後における医療機関の説明」「公的支援制度」を独立変数、「担当医や医療機関に原

因・責任がある」という評価、「医療機関の対応は信頼できる」という評価、「担当医や医療機関には誠

意を示してほしい」という要望、「公的支援制度に対する評価」を媒介変数、「民事訴訟意図 (可能性)」

を従属変数とする共分散構造分析を行った。はじめにすべての変数間にパスをひき、有意でなかったパ

スを除外していった結果、図 2 の通りとなった。このパスモデルの適合度 (χ2(21)=19.08, ns., CFI=1.000, 
NFI=.982, RMSEA=.000) は高いものであった。 

 

図 2 保護者の訴訟意図 (可能性) を規定する要因・心理的過程（共分散構造分析） 

**p<.01, ***p<.001  

誤差変数間の相関係数は記述を省略した。 

図 2 の見方 (例) 

実線は正の効果（＝増やす）、破線は負の効果（＝減らす）を表す。 

・「出産後の医療機関の説明」が一方的または難解であるときより、丁寧であるとき、「担当医や医療機

関に原因・責任がある」という評価は減少し、「医療機関の対応は信頼できる」という評価が増す 

・保護者が「担当医や医療機関に原因・責任がある」と評価するほど、「担当医や医療機関には誠意を

示してほしい」という要望や民事訴訟意図 (可能性) が増す 

・保護者が「医療機関の対応は信頼できる」と評価するほど、「担当医や医療機関には誠意を示してほ

しい」という要望や民事訴訟意図 (可能性) が減少する 

・保護者が「担当医や医療機関には誠意を示してほしい」と要望するほど、民事訴訟意図 (可能性) は

増す 

⇒以上の結果から、「出産後の医療機関の説明」が丁寧であることは、保護者の様々な受け止めを通じ

て、最終的に保護者の民事訴訟意図 (可能性) を減らす効果をもつこと、その逆に、「出産後の医療機

関の説明」が一方的・難解であることは、保護者の受け止めを介して民事訴訟意図 (可能性) を増や

出産前の担当医との信頼

関係（0=低信頼, 1=高信頼） 

出産後の医療機関の説明

（0=一方的または難解, 1=丁寧）

公的支援制度の補償額 

（なし～1 億円） 

「担当医や医療機関 

に原因・責任がある」

「医療機関の対応 

は信頼できる」 

公的支援制度に対

する評価の高さ 

「担当医や医療機関

には誠意を示して 

ほしい」 

民事訴訟意図

(可能性) 

.12*** 

.30*** 
-.11*** 

.29*** -.12*** 

-.27***

.17*** 

-.10** 

出産後の医療機関の説明

（0=一方的, 1=難解） 

.39*** 

.08** 

.16***
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す効果をもつ、と結論づけることができる。 

担当医と保護者の間に信頼関係が構築されており、また事後における医療機関の説明が丁寧であるほ

ど、保護者は「医療機関の対応は信頼できる」と評価した。さらに、医療機関の対応への保護者の信頼

が増すほど、「担当医や医療機関には誠意を示してほしい」という要望と、民事訴訟意図 (可能性) は低

下した。また、医療機関が丁寧な説明を行ったとき、「担当医や医療機関に原因・責任がある」という

保護者の認識は低下したが、この認識が低下することにより、「担当医や医療機関には誠意を示してほ

しい」という要望と、民事訴訟意図 (可能性) が低下した。公的支援に関しては、支援の金額が大きく

なるほど「公的支援の額は多い」と評価され、このように評価されるほど、保護者の民事訴訟意図 (可

能性) は低下した。 

上記のことを言い換えると、保護者が担当医を信頼しておらず、また事後における医療機関の説明が

一方的であるとき、医療機関の対応に対する保護者の信頼は低下した。そして、保護者の信頼が低下す

るほど、「担当医や医療機関には誠意を示してほしい」という要望と、民事訴訟意図 (可能性) は増大し

た。また、医療機関の説明が一方的、あるいは難解なものであるとき、「担当医や医療機関に原因・責

任がある」という保護者の認識は増大し、そのことにより、「担当医や医療機関には誠意を示してほし

い」という要望と、民事訴訟意図 (可能性) が増大した。 

結果の要点を記載すると、担当医と保護者の間に信頼関係が構築されており、事後において医療機関

が丁寧な説明を行うとき、また公的支援の額が多いほど、担当医や医療機関に対する保護者の訴訟意図 

(可能性) は間接的に緩和した。その反対に、保護者が担当医を信頼しておらず、医療機関の説明が一方

的であったり難解なものであったりしたとき、また公的支援の額が少ないほど、担当医や医療機関に対

する保護者の訴訟意図 (可能性) は間接的に増大した。とくに、医療機関が事後、丁寧な説明を行うこ

とで、保護者は医療機関の対応を信頼するようになると同時に、「担当医や医療機関に事故の原因・責

任がある」とは認識しなくなった。民事訴訟意図に対する 3 要因の効果の項では、「医療機関の説明が

丁寧であるとき、難解な説明に比べ、保護者の民事訴訟意図 (可能性) は低減する」ことが示されたが 

(図 1)、これは、医療機関が丁寧な説明を行うことにより、「事故の原因・責任は担当医や医療機関にあ

る」という保護者の認識が和らぎ、また医療機関の対応に関する保護者の信頼が増すためであることが

示唆された。 

公的支援の評価  

保護者にとって適切な支援の金額を明らかにするため、シナリオに記載した公的支援制度の金額 

(1000 万円～1 億円) を独立変数、その評価 (5 件法) を従属変数とする分散分析を行った (図 3)。その

結果、金額の効果は有意であり (F(9, 868)=7.37, p<.001)、Turkey の HSD 法 (10%水準) による多重比較

を行ったところ、現行額である 3000 万円との有意差がみられたのは、7000 万円以降の 4 条件であった 

(ps<.05~.000)。 

なお、理論的中点であり、「ちょうどよい」という評価にあたる「3」にもっとも接近したのは、公的

支援の金額が 5000 万円 (平均 2.99, 標準偏差 1.28, n=97) と 6000 万円 (平均 3.03, 標準偏差 1.23, n=75) 

の 2 条件であった。公的支援制度の金額ごとの評価の内訳を図 4 に示す。 
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図 3 公的支援制度の評価 (平均：1=とても少ない, 3=ちょうどよい, 5=とても多い) 
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図 4 公的支援制度の評価 (回答の内訳) 

 

公的支援制度に関するその他の評価   

公的支援制度の金額による訴訟意図の変化を明らかにするため、より直接的に「公的支援制度の金額

がいくらであれば、損害賠償の請求をせず、この制度の申請をすると思いますか」と尋ねた結果を、図

5 に示す。回答者数がもっとも多かったのは金額が 5000 万円の条件であり (回答者 200 人, 23.09%)、次

いで 1 億円 (回答者 149 人, 17.21%)、3000 万円 (回答者 107 人, 12.36%) となった。しかしながら、「い

くらであっても訴訟する」と回答した人の割合も、全体の 11.78% (回答者 102 人) を占めており、この

ことから、保護者は、経済的補償を得るためだけでなく、「何が起きたのかを知りたい」「起きたことを

きちんと説明してほしい」という要望にもとづき、担当医・医療機関を提訴する傾向があると考えられ
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図 5 「公的支援制度の額がいくらなら民事訴訟しないか」に対する回答 (回答者数) 

結果の要約 

訴訟意図と訴訟の理由について   
 本研究で用いた、原因の曖昧な事例に直面した場合の保護者の訴訟意図 (可能性) は、全般的に低い

ものであった。訴訟しない理由として多く挙げられたのは、「精神的・時間的・金銭的な余裕のなさ」「医

療裁判の難しさ」などの消極的理由であり、次いで、「医療者に過失はない」という積極的理由、「産科

医の減少につながる」という利他的理由が挙げられた。一方、訴訟する理由の大半を占めたのが、「経

緯や原因を知りたい」という要望であった。保護者は医療者に対し、誠実でわかりやすい説明を望んで

おり、これに対し医療者が適切な対応をとるならば、保護者はあえて負担の大きい訴訟に踏み切らない

可能性のあることが示された。 

訴訟意図に対する「担当医との事前の信頼関係」「医療機関の事後説明」「公的支援制度」の効果 

「担当医との事前の信頼関係」「事後における医療機関の説明の方法」「公的支援制度の有無や額」の

うち「医療機関の説明の方法」は、保護者の訴訟意図 (可能性) を直接的に低減していた。とくに医療

機関の説明が丁寧であるとき、難解な説明がなされたときに比べ、訴訟意図 (可能性) は低下した。こ

の結果は上記の自由記述内容とも一致する。 

 また間接的には、上記 3 要因はすべて保護者の訴訟意図 (可能性) に関わっていた。具体的には、保

護者が担当医を信頼し、医療機関の事後の説明が丁寧であり、公的支援制度の金額が多いとき、保護者

は医療機関の事後対応を信頼し、「事故の原因・責任は医療者にある」と評価しなくなり、「支援制度の

金額は多い」と評価するようになり、その結果として、訴訟意図 (可能性) は低くなっていた。換言す

れば、保護者が担当医を信頼せず、医療機関の説明が一方的あるいは難解であり、公的支援制度の金額

が少ないとき、保護者の訴訟意図 (可能性) は高くなった。 
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巻末：使用したシナリオ 
リード文：「登場人物 (既婚女性 A さん) の立場から、以下のシナリオをお読みください。以下は、ある病院

で起きた出来事です。既婚女性 A さん (回答される方が男性の場合には、A さんの夫) になったつもりでお

読みください。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

※担当医との事前の信頼関係 (条件 1=低信頼／条件 2=高信頼) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事後における医療機関の説明の方法 (条件 1=一方的／条件 2=難解／条件 3=丁寧) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【場面 1】妊娠から出産まで 

私は既婚女性で、妊娠してから、妊婦健診を定期的に受けてきた。 

担当の医師には、どこか質問しにくい雰囲気があった。いつも忙しそうで、こちらから質問すると不

機嫌そうに答えるので、必要最低限のことしか質問できなかった。だから、この医師のことはあまり信

頼できないと思った。1／担当の医師は、いつも私の話に耳を傾けてくれ、説明も丁寧なので、なんでも

相談することができた。また、質問に対しても分かりやすい言葉で答えてくれた。だから、この医師の

ことはとても信頼できる感じがしていた。2 

【場面 2】出産・出産後 

妊娠経過は特に異常がなかったが、妊娠 35 週目に入ったある深夜、突然お腹が強く痛み、病院に電

話したところ、すぐに病院に来るよう言われた。担当の医師による緊急の帝王切開手術が行われ、赤ち

ゃんは仮死状態で生まれた。担当の医師から、「赤ちゃんには今後重い障がいが残り、一人で歩くこと

も難しいと思う」との説明があった。 

担当の医師や病院側の対応に明らかな問題があったということではなさそうだ、とは思ったが、こと

の経緯や原因が十分わからないため、出産後、病院に面談を求め、後日面談の場が設けられた。面談で

は、経緯についての説明があまりなされず、担当の医師や病院の対応に問題はなかったことを強調して、

話が打ち切られてしまった。1／面談では、経緯についての説明があった。しかし、専門用語ばかりが使

われ、示された資料の内容も難しくて、ほとんど理解することができなかった。2／面談では、経緯につ

いての説明があった。本当のところ、完全に理解することはできなかったが、専門用語を避け、日常的

な言葉づかいやイラストで、私が理解できるように説明しようとする病院の心づかいが感じられた。3 

【場面 3】出産してから数か月後 

その後、本やインターネットで調べたが、私のようなケースは一定数あるようで、担当の医師や病院

の対応に問題があったのかどうかは、よく分からないままだ。 

さらに調べると、「担当の医師や病院に主な問題がある場合、裁判を起こせば、損害賠償金が 1 億円

以上になることもそれなりにあるようだ。しかし、実際に裁判をすると、時間もかかるし、準備などの

負担がとても大きい」ということが分かった。1／さらに調べたところ、障がい児の親をサポートする国

の制度があり、申請すれば、一律 1000 万円～1 億円 2~11が支給されるという記事を新聞でみつけた。私

の場合、申請すれば支給される可能性が高いようだ。 

※公的支援制度の有無・額 (条件 1=支援なし／条件 2=1000 万円～条件 11=1 億円) 
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12 

巻末：表 4 各要因の設問と相関係数・α係数 
要因 設問 

公 的 支 援 制 度 に 

対する評価 

・あなたは、新聞記事にあった“障がい児の親をサポートする国の制度”の支給額について、ど

のように思いますか (1=とても少ない～3=ちょうどよい～5=とても多い：5 件法) 

民 事 訴 訟 意 図 

(可能性) 

・担当の医師や病院に対し、あなたはどの程度、損害賠償の請求をすると思いますか (0=損害

賠償の請求をすることは絶対にない [0%]～10=必ず損害賠償の請求をする [100%]：11 件法) 

「担当医や医療機関 

に原因・責任がある」 

リード文：赤ちゃんに重い障がいが残ったのは、誰のせいだと思いますか (1=まったくそう思

わない～5=とてもそう思う：5 件法) 

・担当の医師や病院に何かしらの原因がある 

・担当の医師や病院に責任がある 

評定平均を算出して使用 (相関係数.86) 

「医療機関の対応は 

信頼できる」 

リード文：あなたは出産後の面談における病院の対応についてどう思いますか (同上の 5 件法)

・不誠実である (逆転)      ・何かを隠している気がする (逆転)  

・信用することはできない (逆転)  ・つつみ隠さず説明している 

・信頼できる             ・誠実である 

評定平均を算出して使用 (α係数.88) 

「担当医や医療機関

には誠意を示してほ

しい」 

 

リード文：以下の文章は、あなたの気持ちにどのくらいあてはまりますか (同上の 5 件法)  

・担当の医師と病院から、子どもと私たちに謝ってもらいたい 

・病院から金銭的な補償をしてもらいたい 

・担当の医師と病院から共感してもらいたい 

評定平均を算出して使用 (α係数.74) 

公 的 支 援 制 度 に 

関するその他の評価 

・“障がい児の親をサポートする国の制度“の支給額はまだ決まっておらず、これから決定する

と仮定してください。支給額がいくらであれば、あなたは損害賠償の請求をせず、この制度の

申請をすると思いますか (1=1000 万円～11=1 億円超、12=支給額がいくらであっても損害賠償

の請求をする：12 件法)。 
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時期

平成24年10月

平成24年10月

平成24年11月
平成25年１月

平成25年２月

平成25年８月

平成25年９月

平成25年５月

平成25年８月

平成24年11月

平成25年２月

平成25年２月

平成２５年５月

平成25年８月

平成25年10月

平成25年11月

平成25年４月

平成25年３月

平成24年10月

平成24年12月

平成25年１月

平成25年２月

平成25年８月

【日本助産学会】

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが会
員に送付された。

・日本産婦人科医会ホームページに、補償対象となった参考事例が掲載された。

・「補償対象となった参考事例」が会員に送付された。

【日本産科婦人科学会】

・日本助産師会ホームページに、補償対象となった参考事例が掲載された。

・日本助産師会理事会・代表者会議において、「産科医療補償制度の補償対象の
範囲について」と題した文書が配布・説明された。

対象 取組み内容

・日本産婦人科医会ホームページに、「産科医療補償制度の補償対象の範囲につ
いて」と題した文書が掲載された。

【日本産婦人科医会】

・学術集会において、「産科医療補償制度の補償対象の範囲について」と題した文
書が配布・説明された。

産科医療関係者

　・日本産婦人科医会
　・日本産科婦人科学会
　・日本助産師会
　・日本助産学会
　・日本看護協会
　・加入分娩機関

・日本産婦人科医会報に、補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。

【日本看護協会】

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが会
員に送付された。

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが会
員に送付された。

【日本助産師会】

・学会ホームページに、補償対象となった参考事例および補償対象の範囲と考え
方に関する文書が掲載された。

・学術集会において、「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」
と題したチラシが配布された。

・日本助産師会の機関誌「助産師」に、「補償対象の考え方と参考事例」と題した文
書が掲載された。

・日本助産師会の機関誌「助産師」に、「補償対象となった参考事例」が掲載され
た。

・産科医療補償制度Webシステムのインフォメーション画面に、補償申請期限の周
知に関する注意喚起文書を掲載した。

・「産科医療補償制度の補償対象について」と題した文書を送付した。

・学術集会において「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と
題したチラシが配布された。

・「産科医療補償制度の補償対象の範囲について」と題した文書を送付した。

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが会
員に送付された。

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシおよ
びポスターを送付した。

【加入分娩機関】

・補償対象となった参考事例および補償申請の事務に携わる担当者向けの文書を
送付した。

・「補償対象となった参考事例」が会員に送付された。

補償申請の促進に係るこれまでの取組みについて
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時期対象 取組み内容

平成24年10月

平成25年２月

平成25年５月

平成25年７月

平成24年11月

平成25年２月

平成25年８月

平成24年11月

平成25年２月

平成25年３月

平成25年８月

平成25年１月

平成25年１月

平成25年２月

平成25年7月

平成25年7月

平成25年８月

平成25年３月

平成25年４月

平成25年４月

平成25年３月

平成25年８月

平成25年９月

脳性麻痺児に関わる機
会が多い医療関係者

・日本小児神経学会
・日本リハビリテーション
　医学会
・日本未熟児新生児学会
・日本周産期・新生児
　医学会
・日本小児科医医会
・日本小児科学会
・日本小児総合医療施設
　協議会
・日本重症心身障害学会

【日本小児総合医療施設協議会】

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが会
員に送付された。

【日本周産期・新生児医学会】

・学会シンポジウムにおいて、「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日
までです」と題したチラシが配布された。

・学術集会において、「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」
と題したチラシが配布された。

・日本リハビリテーション医学会ホームページに、補償対象となった参考事例およ
び補償対象の範囲と考え方に関する文書が掲載されるとともに、会員へメール送
信された。

・日本リハビリテーション医学会ホームページに、「補償対象の考え方と参考事例」
と題した文書が掲載された。

・日本小児科学会報に、補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。

・補償対象となった参考事例、補償対象の範囲と考え方に関する文書、申請期限
に関するチラシが会員に送付された。

【日本未熟児新生児学会】

・学術集会において、「診断協力医レター第３号」が配布・説明された。

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが会
員に送付された。

【日本小児神経学会】

・日本未熟児新生児学会ホームページに、「補償対象の考え方と参考事例」と題し
た文書が掲載された。

【日本リハビリテーション医学会】

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが会
員に送付された。

・日本小児神経学会ホームページに、補償対象となった参考事例および補償対象
の範囲と考え方に関する文書が掲載されるとともに、会員へメール送信された。

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが会
員に送付された。

・日本小児神経学会ホームページに、「補償対象の考え方と参考事例」と題した文
書が掲載された。

・日本小児科学会ホームページに、「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕
生日までです」と題したチラシが掲載された。

【日本重症心身障害学会】

・学術集会において、「補償対象となった参考事例」等が配布された。

・日本周産期・新生児医学会ホームページに、補償対象となった参考事例および補
償対象の範囲と考え方に関する文書が掲載されるとともに、会員にメール送信され
た。

【日本小児科学会】

・学術集会において、「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」
と題したチラシが配布された。

・学術集会において、「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」
と題したチラシが配布された。

【日本小児科医会】

・日本小児科医会ホームページに、「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕
生日までです」と題したチラシが掲載された。

・補償対象となった参考事例が会員に送付された。

・日本周産期・新生児医学会ホームページに「産科医療補償制度の申請期限は満
５歳の誕生日までです」と題したチラシが掲載された。

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが協
議会員に送付された。
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時期対象 取組み内容

平成25年３月

平成25年８月

平成25年３月

平成25年８月

平成25年３月

平成25年８月

平成25年８月

平成25年９月

平成25年10月

平成24年10月

平成25年５月

平成25年1月

平成25年９月

・協議会の会員施設を通じ、補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

【その他】

【診断協力医】

【全国重症心身障害日中活動支援協議会】

・「診断協力医レター第３号」を全診断協力医に送付した。

・「助産雑誌」に、補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。

脳性麻痺児に関わる機
会が多い医療関係者

・日本重症心身障害
  福祉協会
・国立病院機構重症心身
  障害協議会
・全国肢体不自由児施設
　運営協議会
・新生児医療連絡会
・全国児童発達支援
  協議会
・診断協力医
・その他

・「小児科学レクチャー」に、制度概要、補償対象の考え方、補償申請期限の周知
に関する文書が掲載された。

・連絡会の会員施設を通じ、補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

【新生児医療連絡会】

・制度概要、補償対象の考え方、補償申請期限の周知のために、「産科医療補償
制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが協議会員に送付さ
れた。

【全国肢体不自由児施設運営協議会】

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシを全
診断協力医に送付した。

・協議会の会員施設を通じ、補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

【国立病院機構重症心身障害協議会】

【全国児童発達支援協議会】

・協議会の会員施設を通じ、補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが会
員に送付された。

・協議会の会員施設を通じ、補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を
行った。

・制度概要、補償対象の考え方、補償申請期限の周知のために、「産科医療補償
制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシが協議会員に送付さ
れた。

・協会の会員施設を通じ、補償対象と考えられる児の保護者に制度の案内を行っ
た。

【日本重症心身障害福祉協会】
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時期対象 取組み内容

平成25年４月

平成25年５月

平成25年４月

平成25年３～５月

平成25年４月

平成25年４月

平成25年６月

平成25年６月

平成25年７月

平成25年８月

平成25年８月

平成25年８月

平成25年９月

平成25年10月

平成25年11月

・制度概要、補償申請期限の周知に関して、各新聞に記事が掲載された。

・全国主要紙に、補償申請期限の周知に関する突出し広告を掲載した。

・政府広報オンラインに、制度の紹介や補償申請手続き等が掲載された。

・厚生労働省ホームページに、制度概要、補償対象の考え方、補償申請期限の周
知に関する文書が掲載された。

脳性麻痺児の保護者

・厚労省ツイッターにて、補償申請期限等の記事が配信された。

・厚生労働省の広報誌「厚生労働」に、補償申請期限の周知に関する文書が掲載
された。

・インターネット検索サイトにおいて、リスティング広告を開始した。

・本制度ホームページに、補償対象の考え方、補償申請期限の周知に関する文書
が掲載された。

・制度概要、補償申請期限の周知に関して、各新聞に記事が掲載された。

・全国重症心身障害児（者）を守る会の会報誌に、制度概要、補償対象の考え方、
補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。

・全国社会保険協会連合会の会報誌に、制度概要、補償対象の考え方、補償申請
期限の周知に関する文書が掲載された。

・補償申請期限の周知に関して、ラジオ広告を行った。

・読売新聞「論点」に、補償申請の促進に関する記事が掲載された。

・全国肢体不自由児（者）父母の会連合会の会報誌に、制度概要、補償対象の考
え方、補償申請期限の周知に関する文書が掲載された。

・全国69紙に、補償申請期限の周知に関する政府広報が掲載された。

平成25年２月

・厚生労働省より、制度周知の協力に関する事務連絡文書が自治体および関係団
体等に対して発出された。

・厚生労働省の広報誌「厚生労働」に、補償申請期限の周知に関する文書が掲載
された。

・厚生労働記者会および厚生日比谷クラブに、補償申請期限の周知に関する文書
を配布した。

・「産科医療補償制度の申請期限は満５歳の誕生日までです」と題したチラシおよ
びポスターを市区町村の母子健康手帳交付窓口・福祉手当申請窓口に送付した。

厚生労働省に
よる取組み

厚生労働省に
よる取組み
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「産科医療補償制度 見直しに係る中間報告書」の概要 

 

○ 産科医療補償制度（以下、「本制度」という）は平成 21 年 1 月に創設されたが、

限られたデータをもとに設計されたことなどから、創設時に「遅くとも５年後

を目処に、本制度の内容について検証し、補償対象者の範囲、補償水準、保険

料の変更、組織体制等について適宜必要な見直しを行う」とされた。このため、

平成 24 年２月より、産科医療補償制度運営委員会において制度の見直しに向け

た議論を行ってきた。 

○ 制度見直しに係る検討課題のうち、補償対象範囲、補償水準、掛金の水準、剰

余金の使途等については、医学的調査専門委員会の調査の結果を受けて今後議

論を行うこととしており、本報告書は見直しに係る第一段階の報告書として、

原因分析のあり方、調整のあり方、紛争の防止・早期解決に向けた取組み等の

議論の結果を取りまとめたものである。 

○ 議論の結果、見直すべきとの結論に至ったものを中心に、主な内容は以下のと

おりである。 

 
 
 

【原因分析のあり方】 

＜医学的評価の表現＞ 

・ 原因分析報告書の構成項目のひとつである「臨床経過に関する医学的評価」

においては、再発防止および産科医療の質の向上に資することを目的に、診

療行為等について医学的評価を行っている。 

・ 医学的評価において医療水準に応じて用いる表現について、原因分析では過

失の有無を判断しないことになっているにもかかわらず、それに近い表現が

使われているとの意見があった。 

・ このため、医学的評価の表現の変更の要否について論議を行ったが、過失の

有無については法的観点からの検討を必要とするものであり、医学的評価の

表現が直ちに過失の有無に結びつくものではないと考えられることから、医

学的評価の表現は変更しないこととする。 

 

＜「家族からの疑問・質問に対する回答」における回避可能性の記載＞ 

・ 原因分析においては、脳性麻痺の発症防止のための方策を提言しているが、
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脳性麻痺発症の回避可能性については、責任追及につながるおそれがあると

して、原因分析報告書では言及しないこととしている。一方、同報告書の別

紙として作成している「家族からの疑問・質問に対する回答」では医学的評

価の範疇で可能な限りその質問に答えるとしている。 

・ このため、矛盾しているとの意見があり論議を行ったが、家族の疑問に真摯

に向き合うことが制度の信頼につながると考えられることなどから、現状ど

おり医学的評価の範疇において分かる範囲で可能な限り回答することとす

る。 

 

＜原因分析報告書作成の迅速化＞ 

・ 原因分析報告書は、補償対象として認定された後に原因分析に着手してから

送付まで、およそ半年から 1 年を要する旨を案内しているが、平成 24 年 12
月までに公表された 188 事例では平均で約 13 ヶ月を要しており、このうち

直近の平成24年の公表事例では平均で約14.5ヶ月を要していることなどか

ら、原因分析報告書作成の迅速化について論議を行った。 
・ この結果、原因分析報告書は、紛争の防止・早期解決の観点からも、早期に

作成することが望ましく、保護者および分娩機関に案内している１年以内で

の送付を早期に達成する必要があり、当面、現状の最大対応件数の２倍の件

数に対応するために体制およびフローを変更することとする。 

 

【調整のあり方】 

・ 本制度においては、医学的観点から原因分析を行い、基本的には過失認定

を行わないが、原因分析委員会において「重大な過失が明らかであると思

料されるケース」については、法律家から構成される調整委員会に諮り、

その結果にもとづき補償金と損害賠償金の調整を行うこととしている。 

・ この「重大な過失が明らかであると思料されるケース」という表現が分か

りにくく、また法的な判断を行うかのような誤解を招くことから、「一般的

な医療から著しくかけ離れていることが明らかで、かつ産科医療として極

めて悪質であることが明らかなケース」に見直し、この基準に該当する場

合に調整委員会に諮ることとする。 

・ また、「調整委員会」の名称も分かりにくいことから、名称を「調整検討委
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員会」に変更することとする。 

 

【紛争の防止・早期解決に向けた取組み】 

・ 本制度においては、運営組織は基本的には過失の有無を判断しないとする

ことから、紛争解決の手段は当事者間の示談や裁判所による和解・判決等

に委ね、当事者間の意見調整等は行っていない。 

・ 今後も、法的な判断を伴う紛争解決の機能を本制度に取り入れることは行

わず、現状どおりとする。 

・ 一方で、法的な判断を伴わない取組みとして、運営組織はこれまでも保護

者および分娩機関からの問い合わせなどに対応しているが、保護者および

分娩機関からの相談などについて丁寧に対応することは、紛争の防止・早

期解決にもつながることから、その取組みについて今後のさらなる充実が

望まれる。 

 

【分娩機関に対する改善に向けた対応】 

・ 原因分析を行う中で、診療録等の不正記載が疑われた場合や、同一分娩機

関における複数事案目の場合等は、分娩機関に対して強く改善を求める対

応策を策定している。 

・ これまでに原因分析が行われた事例においては、診療録等の不正記載等が

疑われた事例、診療録等の記載不足のために原因分析ができなかった事例、

これまでの原因分析報告書で指摘した事項等についてほとんど改善がみら

れることなく複数事案目が生じた事例はないが、今後そのような事例が発

生した場合は、改めて運営委員会において当該事例に対する対応を検討す

ることとする。 

・ また、原因分析委員会において、再発防止および産科医療の質の向上の観

点で日本産婦人科医会や日本助産師会による改善に向けた指導等が必要と

認められた場合等について、日本産婦人科医会や日本助産師会への事例情

報の提供など、連携に向けた取組みに着手する必要がある。 
 

【提出されたデータの再発防止・産科医療の質の向上に向けた活用】 

・ 再発防止および産科医療の質の向上に向けて、分娩機関等から提出された

診療録等に含まれる情報を研究や教育に活用することは重要と考えられる

が、それらには極めてセンシティブな個人情報が多く含まれることから、
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個人情報保護法や疫学研究に関する倫理指針など、法令等を遵守した対応

が求められる。また、当事者の心情面にも十分に配慮する必要がある。 

・ このような事情を踏まえ、分娩機関等から提出された診療録等に含まれる

情報の研究や教育へのさらなる活用に際しては、本制度の原因分析・再発

防止の取組みの一環として、運営組織の中に関係学会・団体から推薦され

た委員によるプロジェクトチームを設置し分析等を行う、または個人情報

および分娩機関に係る情報の取扱いや当事者の心情の十分に配慮の上で必

要な情報を関係学会・団体に提供することなどを検討することとする。 
 

【診断医への対応】 

・ 診断書を作成する際に参考となる実例集の作成、診断書を記載しやすくす

るためのチェックボックス方式の大幅な導入、また将来的に診断基準自体

を見直す機会がある場合に診断項目の整理等を検討することなどにより、

診断医の負担軽減を図ることが必要である。 

・ また、現時点での診断医に対する報酬の支払いは難しいと考えるが、診断

医の負担に報いる方策について、今後具体的に検討することが必要である。

 

以 上 
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「産科医療補償制度 医学的調査専門委員会報告書」の概要 

 

１．調査の目的 

 医学的調査専門委員会では、次の目的のため医学的調査を実施し、これらの

調査で得られたデータをもとに分析した。 
  ①現行の本制度における補償対象者数の推計を行う。 
  ②運営委員会における制度見直しの検討にあたって必要な脳性麻痺発症等

に関するデータの収集・分析等を行い、具体的な議論を行えるよう整理

する。 
 
２．調査の方法 

○ 沖縄県、栃木県、三重県において、それぞれの調査者により脳性麻痺に係

る地域別調査を実施した。 
○ 沖縄県調査は、1988 年から 2009 年に出生した脳性麻痺児について脳性麻

痺児の療育を行っている施設等における診療録にもとづく調査である。 
○ 栃木県と三重県の調査は、2005 年から 2009 年に出生した脳性麻痺児につ

いて身体障害者更生相談所における身体障害者診断書等にもとづく調査、

および2006年から2009年に出生した脳性麻痺児について医療型障害児入

所施設等における診療録にもとづく調査である。 
 
３．補償対象者数の推計 

（１）地域別調査結果にもとづく補償対象者数 

○ 調査対象のすべての脳性麻痺事例について、重症度、在胎週数・出生体重、

除外基準の観点で補償対象に該当すると考えられるか否かの判断を１例ず

つ行い、その結果をもとに「脳性麻痺の発生率」および「すべての脳性麻

痺のうち、補償対象となる脳性麻痺の割合」を算出し、各地域でのその結

果を用いて、補償対象者数の推計値を算出した。 
○ その結果、 

・ 沖縄県の調査結果にもとづく推計では、除外基準の適用に関し補償対象

者数を少なく見積もると 505 人、多く見積もると 565 人であった。 
・ 栃木県の調査結果にもとづく推計では、除外基準の適用に関し補償対象

者数を少なく見積もると 1003 人、多く見積もると 1226 人であった。 
・ 三重県の調査結果にもとづく推計では、除外基準の適用に関し補償対象

者数を少なく見積もると 941 人、多く見積もると 1579 人であった。ま

た、調査者が一部の施設をもとに推計した結果は 496 人であった。 
○ 地域によりばらつきがかなり大きかったが、栃木県と三重県の調査結果に

よる推計値は、身体障害者更生相談所調査におけるデータの収集の限界、
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施設調査との突合の限界等の理由で高い数値となったものと考えられる。 
○ 一方、沖縄県の調査は、地理的に他県とは離れているため県を越えての児

の移動は少ないこと、県内の小児科医間の連携が密であり調査者らの長年

にわたる取組みにより脳性麻痺児の把握が十分にされ、データの母数が最

も多く、各施設での診療録等をもとに収集された情報であることなどから、

最も信頼性の高いデータであると考えられる。 
 
（２）医学的調査専門委員会としての補償対象者数の推計 

○ 以上より、医学的調査専門委員会においては、沖縄県の調査結果にもとづ

き補償対象者数を推計することとした。 
○ 沖縄県調査においては 1988 年～2009 年の 22 年間に出生した脳性麻痺児

を調査対象としたが、2008 年と 2009 年については、すべての脳性麻痺児

が把握されていない可能性があり、本制度の補償対象となる脳性麻痺児の

発生率の減少傾向の可能性も踏まえて、また統計的に信頼性を確保できる

データ数も考慮し、後半の 1998 年から 2007 年の 10 年間に出生した脳性

麻痺児のデータで算出した。 
○ 沖縄県において 1998 年～2007 年に出生した脳性麻痺の全例について、補

償対象に該当するか否かの判断を行い、一般審査（※1）、個別審査（※2）

のそれぞれについて、「沖縄県における補償対象となる脳性麻痺の発生数」、

「沖縄県における出生数」、「2009 年の全国における出生数」より、全国に

おける補償対象者数の推計値を算出した。 

○ また、沖縄県における過去の脳性麻痺の発生数を、2009 年の全国の発生数

にあてはめるに際しては、統計学的観点から誤差を考慮する必要があるた

め、真の予測値が含まれると考えられる区間について、二項分布の正規近

似を用いた方法により、推計値の 95％信頼区間を算出した。 

○ その結果、補償対象者数の推計値は 481 人、95％信頼区間は 340 人～623
人であった。 

○ なお、創設当初と同じく沖縄を対象とした限定的な地区での数値に基づく

推計ではあるものの、前回は、補償対象となる脳性麻痺の発生数について、

補償対象の基準である「重症度」「在胎週数・出生体重等」「除外基準」の

それぞれについて基準に該当する割合を検討し、それらを掛け合わせるこ

とで算出していたのに対し、今回は、調査対象の全例について審査基準へ

の適合性を一般審査と個別審査とに分けて一例一例精査して算出し、統計

学的手法を用いて、より精緻な補償対象者数の推計を行った。 

※ 1 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2,000g 以上 

※ 2 在胎週数 33 週以上かつ出生体重 2,000g 未満、または在胎週数 28 週以上かつ

33 週未満 
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○ ただし、推定区間の幅については、使用したデータの期間が特異なもので

ないこと、その傾向が今後も継続すること等いくつかの前提条件がある。 
 
（３）2009 年出生児における調査結果と補償対象者数の比較 

○ 2009 年に出生した脳性麻痺児について、調査の当該地域におけるこれまで

の実際の補償対象者数と当該地域の調査で補償対象と考えられた脳性麻痺

児の数との比較を行った。 

○ 沖縄県、栃木県、三重県の 3 県において、これまで補償対象と認定された

件数 8 件に対して、補償対象と考えられる件数は、少なく見積ると 15 件、

多く見積ると 40 件であった。 

○ このような補償対象者数の推計値と実績の補償対象者数の乖離に関して、

分娩中の異常や仮死、除外基準等と補償対象範囲について、周知が十分さ

れていない可能性があげられる。このため周知徹底を早期に行うことが重

要と考えられる。 

以 上 
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